
 

令和４年５月１９日 

国土交通省 中部地方整備局 

木曽川上流河川事務所 

お 知 ら せ 

 

国営木曽三川公園において民間事業者との連携を加速します 

～ 秋開園予定のﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ江 南
こうなん

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｴﾘｱの公募に向けたﾏｰｹｯﾄｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ調査 ～ 

 

１．概 要 

 ○国営木曽三川公園三派
さ ん ぱ

川
せん

地区に位置するフラワーパーク江南Ⅰ期地区は、「花とみどりの 

学習」をテーマとして平成 19 年に開園し年間約１００万人の来園者で賑わっています。 

○木曽川上流河川事務所では、樹林の散策、植物観察、自然とふれあえ、遊べる「故郷
ふるさと

の

森」のⅡ期地区について、今年秋の開園を目指し整備を進めています。 

〇「Ⅱ期地区のバーベキューエリア等」においては、より利用者のニーズに即したサービ

スを行っていくため、民間事業者と連携していくこととしました。 

 〇バーベキューエリアの整備・運営に関する民間事業者の公募については、８月頃を予定 

しています。 

 

２．マーケットサウンディング調査について 

◇公募に先立ち、公募条件等を検討するために民間事業者を対象としたマーケットサウン

ディング調査（現地見学会・個別対話）を以下のとおり実施します。 

６月１３日（月）現地説明会   

6 月 2０日（月）個別対話（１事業者３０分程度） 

※個別対話について上記日程で都合が合わない場合は別途調整させていただきます。 

 ◇参加を希望される方は、６月９日（木）までに別途にて申し込みをお願いします。 

３．添付資料 ： あり 

４．配布先  ： 中部地方整備局記者クラブ、岐阜県政記者クラブ、 

三重県政記者クラブ、第二県政記者クラブ 

５．問合せ先 ： 国土交通省 木曽川上流河川事務所                         

副所長 原 幹彦 、河川公園課長 馬場 浩彰 

○勤務時間内（平日 午前 8 時３０分～午後 5 時 15 分） 

０５８－２５１－１３７９（河川公園課直通） 



別添 

マーケットサウンディング調査の目的 

  〇本公園のバーベキュー事業の市場性の有無や事業スキームに対する民間事業者の皆 

様の意向等を事前に把握することで、参入しやすい公募条件や実現性の高い事業内容 

を検討し、今後予定している事業の公募内容等に反映することを目的として実施します。 

なお、バーベキューエリアと合わせて、公園を魅力的にする事業の提案も募集します。 

 

 

 

フラワーパーク江南Ⅱ期地区（バーベキューエリア等）の運営に関する公募方針（案） 

※マーケットサウンディング調査を踏まえ８月に詳細（公募要領）を公表予定 

 

フラワーパーク江南の概要 

○都市生活空間においてゆとりとうるおいを実感できる花と緑豊かな美しい環境を創出し、

多くの方々が参加・体験できる公園として、平成 19 年度に開園しました。 

○現在、公園の拡張に向けた整備（Ⅱ期地区）を実施しており今年の秋に開園予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フラワーパーク江南 

位置図 

Ⅱ期地区整備イメージ 
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公募対象エリア（案） 

○バーベキューエリア（バックヤード含む） 

○広場  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１：運営・維持管理（必要があれば施設の整備・改築）を必ず行っていただくエリア 

※２：運営・維持管理（必要があれば施設の整備・改築）を行うことが可能なエリア 
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供用中（Ⅰ期地区） 



事業範囲（案） 

○バーベキューエリアでの運営（営業） 

○公募対象エリアの運営・維持管理 

〇なおバーベキューと合わせて、公園利用者の利便の向上に資する提案を行うことも可能 

 

その他諸条件（案） 

 民間事業者が国から都市公園法第５条第１項の設置管理許可を受けてﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ施設等の整備・管理を行う 

○事業期間：設置管理許可日 ～ 最長 10 年間 

○運営開始時期：令和５年４月を想定しているが、民間事業者との協議による 

○営業期間：民間事業者が提案（4 月～10 月頃は必須とする場合あり） 

○営業時間：公園開園時間内が基本（社会実験等を実施し、周辺地域への影響を把握し

た上で、夜間営業について検討していくことは可） 

○設置可能な施設例：テント、コンテナハウス、キッチンカー（民間事業者にて設置） 

○設備条件：水道及び電気は、民間事業者との調整の上、公園管理者にて配管・配線 

○使用料：土地に関し、使用面積に応じた使用料及び水道・電気使用料の負担が必要 

 

今後の主な流れ（案） 

 〇マーケットサウンディング調査 （６月１３日（月）現地説明会  ６月２０日（月）個別対話） 

   現地説明会について、西口駐車場に集合しバーベキューエリアにて実施予定 

    個別対話については、個別で別途連絡いたします 

○公募開始 （８月頃を予定） 

○公募受付終了 （１０月頃を予定） 

○公募者による提案事業のプレゼンテーション 

〇提案事業評価委員会の開催 

（有識者会議を設置して事業予定者を選定） 

○事業予定者の決定 （１１月頃を予定） 

○設置管理許可 

  （都市公園法第５条第１項の規定により、公園施設の整備・管理を行う許可） 

○事業者との協定締結 

  ・バーベキュー施設及び提案施設の設置・管理・運営 

・不可抗力及び法令等の変更 

・契約保証 

・協定期間及び協定の解除  等 

○開業に向けた準備 

○開業 
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提案事業の評価基準（案） 

  〇提案いただいた内容を以下の項目や視点により評価します。 

 

 

 

 

評価項目 評価の視点

（１）事業の実施方針 ①フラワーパーク江南Ⅱ期地区の特性等を踏まえた事業運営の基本的考え方について評価する。

①バーベキュー運営に関する実績やノウハウについて評価する。

②業務の実施体制について評価する。

①公園利用者の利便や集客の向上に資する整備・改修計画について評価する。

②公園利用者の利便や集客の向上に資する運営・維持管理計画について評価する。

（４）事業計画 ①持続的な資金計画、収支計画を評価する。

（５）価額審査 ①公募必須エリアに係る使用料の額を評価する。

（２）事業実施体制

（３）施設の整備・管理運営計画
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国営木曽三川公園フラワーパーク江南Ⅱ期地区（バーベキューエリア等）

　　◇現地説明会　：　令和４年６月１３日（月）

　　◇個別対話　：　令和４年６月２０日（月）

※ 参加を希望される方は６月９日（木）までにお申し込みください。

Ｅメール

申 込 書

ＦＡＸ

ＴＥＬ

貴 者 連 絡 先

マーケットサウンディング調査（現地説明会・個別対話）

参加者名事業者名・部署名

　　　　　　　　　　Ｅメール　： cbr-kisojyo-kouen@mlit.go.jp　

　　　　　　　　　　Ｆ Ａ Ｘ　：０５８－２５１－１５６４

国土交通省　中部地方整備局　木曽川上流河川事務所河川公園課

申し込み先

事業者名・部署名 参加者名




